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○  幼児教育施設ごとの比較

                                                            

法的性格

対象児等

所有免許

又は資格

満３歳から小学校等就学の始期

に達するまでの幼児
ゼロ歳から小学校等就学の始期に達するまでの幼児

幼稚園教諭＋

特別支援学校

教諭

（経過措置有）

幼稚園教諭

 【満３歳以上】

幼稚園教諭･保育

士資格の併有が望

ましいがいずれか

でも可

 【満３歳未満】

　 保育士資格

幼稚園教諭＋

保育士資格

（経過措置有）

保育士資格

　　　　【満３歳以上】

幼稚園教諭･保育士資格の併有

が望ましいがいずれかでも可

　

　　　　【満３歳未満】

　　　　　保育士資格

児童福祉施設

根拠法令

教育基本法（第６条「法律に定める学校」）

　　　　  学校教育法

     児童福祉法

学    校

学校

（幼稚園＋保

育所機能）

学校

かつ

児童福祉施設

児童福祉施設

（保育所＋幼

稚園機能）

幼稚園機能＋

保育所機能

認定こども園法

所管省庁

区分

こども家庭庁

保育所

文部科学省

幼稚園型

認定こども園

地方裁量型保育所型幼保連携型
幼稚園

特別支援学校

幼稚部

要領･指針等を相互に協議の上、共同で策定するなど、緊密に連携

  

 

 

 

○ 「幼児」とは、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」における「園児」、「保

育所保育指針」における「子ども」又は「乳児」も含め、ゼロ歳から小学校等就学前ま

での全ての子どもを指す。 

○ 「幼児教育」とは、幼稚園、保育所、認定こども園及び特別支援学校幼稚部（以下「幼

児教育施設」という。）における教育・保育はもとより家庭や地域社会など幼児が生活

する全ての場において行われる教育を指す。 

○ 「小学校等」とは、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）及び特別

支援学校小学部を指す。 

○  「幼児教育施設等」とは、幼児教育施設及び小学校等を指す。 

○ 「要領・指針等」とは、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領及び特別支援学校幼稚部教育要領を指す。 

○ 「要録等」とは、幼稚園幼児指導要録、保育所児童保育要録、認定こども園こども要

録及び特別支援学校幼稚部幼児指導要録を指す。 

○ 「保育者」とは、幼児教育施設において教育に携わる幼稚園教諭、保育士及び保育教

諭等を指す。 

○ 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものであ

ることを踏まえ、養護の概念も含む場合には、「教育」ではなく「保育」と記載してい

る。 

注：本方針における言葉の定義 


